
収納すべき額と収納額
平成30年度（現年課税分）

4月末時点

7,384,672,382 円

117,590,962 円
10,600 円

収納すべき額　7,502,273,944�円課税対象者　38,922 人

納期内納税者と滞納者の割合
平成30年度（推計値）

37,543 人
（96.5％）

1,379 人
（3.5％）

■納期内納税者　■滞納者

処分件数 換価金額（滞納処分で徴収した金額）

平成28 平成29 平成30 平成28 平成29 平成30

家宅捜索 8件 44件 31件 9,112円 1,543,950円 571,419円

預 貯 金 238件 336件 262件 11,179,192円 29,420,893円 13,350,065円

不 動 産 31件 31件 9件 1,350,000円 2,662,000円 3,456,703円

給与・年金 30件 48件 34件 8,670,113円 10,967,686円 7,767,538円

そ の 他 122件 155件 122件 11,274,592円 11,065,213円 8,226,448円

合 計 429件 614件 458件 32,483,009円 55,659,742円 33,372,173円

市税収納率の推移
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※平成 30年度は推計値
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　税の滞納処分として差し押さえたゴルフ
クラブや雑貨など約 20点を入札で公売し
ます。詳しくは、本庁・各支所での掲示や
市ホームページをご覧ください。

入札場所　本庁1階�債権管理課
　　　　　（来庁入札のみ）
入札に必要なもの
　①公的機関が発行した身分証明書（運転
　　免許証・パスポート・健康保険証など）
　②印鑑
　③委任状（代理人が入札する場合）
注意事項
　※�滞納者が滞納税額を完納した場合、
　　�予告なく公売を中止する場合あり。
　※公売動産の確認は、入札期間のみ可能。

動 産 公 売 会
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収
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収
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収
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。

債権管理課
☎32-1497

未来に
つながる
納税を

※平成30年度は推計値

延滞金の徴収実績

（年度）
平成30

55,946,731 円

平成27

39,530,405 円

平成28

49,053,770 円

平成29

53,968,314 円

督促・催告
地方税法第329条、371条

などに基づく措置

　納期内に納税が確認で
きない人には、まず督促
状を送ります。それでも
納税がない場合、文書な
どで自主的な納税を促し
ていきます（催告）。

国税徴収法第141条に
基づく措置

財産調査
国税徴収法第47条に

基づく措置

滞納処分

6月 11日�㊋�～ 13日�㊍
9時～ 17時（最終日は正午まで）

任命された県職員6人

98.28％
98.59％ 98.66％ 98.43％

■収納額　■不納欠損額
■未納額

■�市役所窓口納付
　�納付窓口　本庁、各支所の会計窓口
　�受付時間　平日の8時 30分～ 17時 15分、本庁のみ木曜は19時まで
■�口座振替　
　�定期振替日　毎月26日（休日の場合は休日明け）
　�※引き落としができなかった場合の再振替日は翌月10日です。
　�※口座振替の手続きは金融機関で行ってください。
■�コンビニエンスストア納付
　�取扱納付書　税額30万円以下でバーコードが印刷されている納期内のもの
　�※納期限が過ぎた場合は、指定の金融機関か市役所で納付。

　滞納処分を行うため
に、預貯金、生命保険、
給与、不動産などの財産
調査を実施します。

　財産調査の結果、財産
があった場合は差し押さ
えます。差し押さえた財
産を強制解約や公売など
で現金化し、滞納された
市税に充てます。

　納期限を過ぎると、滞納
処分に加え、延滞金も加算
され、新たな負担が生じま
す。病気や失業など、やむ
を得ない理由で納期内に納付ができない場合
は、早急に納税相談を行ってください。
　なお、地方税法の規定により、今年は年利
率8.9％の延滞金が加算されます。
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